
あ な た の “空き家” 大 丈 夫 で す か ？
全国的に問題になっています！

甲賀市の空き家の件数は、1,600戸以上（令和5年1月末現在）です。
年々空き家の数は増加しており、全国的な問題になっています。

　国では、昨年12月に空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正され、
管理不全空家に対して市からの勧告を受けると固定資産税の軽減措置が受けられな
くなったり罰金が発生したりするなど、空き家を抑制する取り組みが進められてい
ます。また、今年の4月からは、相続登記手続きが義務化されます。

　甲賀市でも空き家の発生抑制に向け、「甲賀市空家等対策計画」の3つの柱である
「予防・活用・適正管理」を中心とした対策や補助を行っています。

　「甲賀市に住んでみたい」「移住したい」と思ってもらえるよう、甲賀
市の魅力を詰め込んだサイトです。甲賀市のみなさんにも、甲賀市の魅
力を再発見してもらえるサイトになっています。
　サイトの内容は、随時更新予定です。甲賀市に興味がある人にぜひ、
このサイトをご紹介ください。

子育て・教育、若者、福祉などさまざまな分野から市民のみなさんをサポートしています。

相続登記について
詳しくはこちら
（法務省HP）

あなたの子育て応援します

職場も住まいもこのまちで

教育費用も安心

みんなが通える居場所へ

こうかおむつ便がご自宅に訪問！

満1歳のお誕生月まで月に1回の見守りとおむつ
等をお渡しするため子育て経験のあるスタッフが
ご自宅にお伺いします。

奨学金を返還しながら市内の企業・事業所で働く
方の奨学金返還を5年間支援します。

（上限20万円／年）

18歳未満のこどもを3人以上養育している保護者
に対して、第3子以降の学用品の費用を補助します。

不登校児童生徒の保護者等へ市が認定したフリー
スクールの利用に要する授業料を全額または一部
補助します。

市内で働くと奨学金返還を最大100万円補助！

第3子以降の学用品費を補助！

フリースクールの利用料を補助！

住まなくなっても、土地・建物は大切な財産です。
地域のみなさんが安心して暮らしていくためにも、
きっちり管理し、しっかり活用してください。
空き家に関する困りごとがあったら、まずはご相談ください！

住宅建築課　空き家対策室　 69-2214　 69-4601問合せ

政策推進課　オール甲賀推進室　 69-2106　 63-4554問合せ

すこやか支援課　母子保健係　
69-2169　 63-4085

問合せ

商工労政課　商工労政係　
69-2188　 63-4087

問合せ

学校教育課　学務係　
69-2243　 69-2293

問合せ

学校教育課　学務係　
69-2243　 69-2293

問合せ

甲賀市のサポートを一部ご紹介
みなさんが住み続けたいまちへ！

詳しくは
こちら

ポータルサイト
はこちら

ほかにも甲賀市には、みなさんが安心して暮らすためのたくさんのサポート
があります。詳しくは、右記QRコードを読み取りください。

甲賀市移住支援ポータルサイト オープン

人が使わないと建物の老朽化を加
速させます。地震などの災害で倒
壊するリスクも増えます。

ねずみなどが大量発生し、不衛生
な状態になります。動物の糞尿は、
悪臭の発生に繋がります。

隣の敷地などに草木などがはみ出
ると、周囲の建物を傷つけたり、
歩行者の通行を妨げてしまいます。

空き家を放置すると…

老朽化が進む

空き家に関する法律が改正されました

害虫・動物の住処に 近隣トラブルに

何事も先手必勝！ 処分したい！売りたい！貸したい！

空き家対策の3つのポイント

空き家を学ぶ
「空き家バンク」に

登録しよう
空き家を

手離すお手伝い

予防 適正管理活用

法律相談や市で実施している出
前講座などを利用して学ぶこと
が大切です。事前に知っている
情報が多いともしもの時に役立
ちます。

空き家を買いたい人・借りたい
人とマッチングする制度です。
登録することであなたの空き家
を有効活用してくれるかもしれ
ません。

家財処分や草刈りなど民間業者
による管理サービスの紹介をし
ます。そのほか、解体補助の支
援制度もあります。

 [No.390] 2024.3.15  [No.390] 2024.3.1 4


